
コンパス通信 

 

都城市八幡町 1－17 

社会保険労務士法人 コンパス 

TEL：0986-21-1813 FAX：0986-21-1812 

 

ホームページ（https://tateyama-sr.com/）にて最新の情報を随時お届けします！ 

※会員登録していただくことで会員限定のニュースリリースもご覧になれます！（無料） 

【年末年始休業につきまして】 

師走を迎え、顧問先様におかれましては一層ご隆盛のこととお喜び申し上げます。 さて、誠に勝手ながら 12月 29日（木

曜日）〜1月４日（水曜日）まで年末年始休業とさせていただきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しく

お願い致します。給与計算の日程等ご迷惑をおかけいたしますが、弊所担当職員と協議頂き、事前の調整を頂けますよう何卒

宜しくお願い申し上げます。 

 

【法改正情報】労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について 

 厚生労働省は本年 11 月 28 日、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」（令和４年 11 月 28

日基発第 1128 第３号）、「賃金の口座振込み等について」（令和４年 11 月 28 日基発第 1128 第４号）を発出しまし

た。以前のコンパス通信にて紹介致しました、賃金のデジタル支払い（PayPay など）を行う場合に必要となる労働

者の同意を得るにあたって、説明すべき事項等が示されています。具体的には次の通りです。 

 

◼ 資金移動業者は、預金もしくは貯金または定期積金等を受け入れていないこと。 

◼ 資金決済法等における滞留規制を踏まえ、指定資金移動業者口座への資金移動を希望する賃金の範囲および

その金額（希望額等）は、各労働者において、その利用実績や利用見込みを踏まえ、為替取引に用いられる

範囲内に設定する必要があること。 

◼ 希望額等の設定にあたっては、指定資金移動業者が設定している口座残高上限額（100 万円以下）および指

定資金移動業者が１日当たりの払出上限額を設定している場合には当該額以下に設定する必要があること。 

◼ 指定資金移動業者の破綻時には、指定資金移動業者と保証委託契約等を結んだ保証機関により、労働者と保

証機関との保証契約等に基づき、労働者に口座残高の弁済が行われること。 

◼ 労働者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われる等により不正に出金等された際に、労働者に過失

がない場合には損失額全額が補償されること。 

◼ 不正出勤等された際に、労働者に過失がある場合には個別対応を妨げるものではないが、損失を一律に補償

しないといった取扱いとはされないこと。なお、労働者の親族等による払出しの場合、労働者が虚偽の説明

を行った場合等においては、この限りではないこと。 

◼ 不正出勤等による損失発生日から一定の期間内に労働者から指定資金移動業者に通知することを補償の要件

としている場合には、当該期間は少なくとも損失発生日から 30 日以上は確保されていること。 

◼ 払出（現金化）の手段について、各指定資金移動業者により異なるものの、現金自動支払機（ＣＤ）または

現金自動預払機（ＡＴＭ）の利用や預貯金口座への出金等の通貨による受取りが可能となる手段を通じ、少

なくとも毎月１回は労働者に手数料負担が生じることなく指定資金移動業者口座から払出しができること。 

◼ 口座残高については、口座に係る資金移動が最後にあった日から少なくとも 10 年間は債務が履行できるよ

うにされていること。 
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なお、労働者への説明について使用者から指定資金移動業者に委託することも認められるものの、労働者の同意につ

いては、使用者が得る必要があるとされています。「賃金の口座振込み等について」（令和４年 11 月 28 日基発第

1128 第４号）においては、次の内容等とともに、労働者への説明に用いる同意書の様式例も示されています。 

●労働者の同意書に記載すべき事項 

 ・口座振込み等を希望する賃金の範囲およびその金額 

 ・労働者が指定する金融機関店舗名ならびに預金または貯金の種類および口座番号、労働者が指定する証券会社店

舗名および証券総合口座の口座番号、または労働者が指定する指定資金移動業者名、資金移動サービスの名称、指定

資金移動業者口座の口座番号（アカウントＩＤ）および名義人（その他、指定資金移動業者口座を特定するために必

要な情報があればその事項（例：労働者の電話番号等）） 

 ・開始希望時期 

 ・代替口座として指定する金融機関店舗名、預金もしくは貯金の種類および口座番号または代替口座として指定す

る証券会社店舗名および証券総合口座の口座番号 

●労使協定に記載すべき事項 

 ・口座振込み等の対象となる労働者の範囲 

 ・口座振込み等の対象となる賃金の範囲およびその金額 

 ・取扱金融機関、取扱証券会社および取扱指定資金移動業者の範囲 

 ・口座振込み等の実施開始時期 

●給与明細に記載すべき事項 

 ・基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額 

 ・源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額 

 ・口座振込み等を行った金額 

【助成金】両立支援等助成金についてのご案内 

 今回は両立支援等助成金に関係する産後パパ育休制度の創設や育児休業の変更部分について説明致します。 

令和 4 年 4 月からすでにスタートしており、来年にかけて 3 段階に分けて改正される予定です。 

１-a 雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化（令和 4 年 4 月 1 日施行） 

 ①育児休業・産後パパ育休に関する制度 

 ②育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置 

 ③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 

 ④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 

 ※上記の中から 2 つ以上の措置を行う必要が有ります 

１-b 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認につき、以下の内容を周知しなければなりません。 

 ①育児休業・産後パパ育休に関する制度 

 ②育児休業・産後パパ育休の申出先 

 ③育児休業給付に関する事 

 ④労働者が育休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い 

1-a.b に関しては、令和 4 年 10 月 1 日から対象となります。また、令和 5 年 4 月 1 日からは育児休業取得状況の公

表の義務化が施行予定となっております。（従業員数 1000 人超の企業は年 1 回の公表） 

省略してのご説明ですが、是非ご検討ください 

お問い合わせは当法人まで 


